
皆さまには、輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　私は、今年の４月に県議会活動４年目を迎えます。本年も、生活者、働く人たち、
社会的に支援を必要としている人たちの視点から、子どもや若者が未来に夢をも
ち、だれもが安心して暮らせる福岡県の実現をめざし、粉骨砕身努力いたします。
　どうぞ本年も引き続きご指導ご支援を賜りますよう宜しくお願いいたします。

２０１４年初春
福岡県議会議員　　　堤  かなめ
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■学力向上につながる「学びの共同体」について

　皆さま、こんにちわ。民主党・県政クラブ県議団の堤かなめです。

　はじめに、学力向上につながる「学びの共同体」について質問いた

します。

　つい最近のことですが、沖縄県に「学びの共同体」という教育方

法によって驚異的な成果を挙げている村があることを知りました（1）。

この村には小学校が７校ありますが、この７つの小学校すべてで、全

国でも最底辺に位置していた「全国学力テスト」の成績が、わずか２

年で全国平均を上回るようになったというのです。とくに国語の発展

的学力を測る B 問題では、全国平均を３点以上も上回りました。また、

この村に１校の中学校はいわゆる「荒れた」学校でしたが、今では、

いじめなどの問題行動も不登校もほぼゼロになったそうです。

　わずか２年で、成績が飛躍的に伸び、問題行動がなくなるとは、に

わかには信じがたいと思われる方も多いのではないでしょうか。私自

身、本当のところどうなのだろうと、この村の指導主事の方にお聞き

しましたところ、この事実に間違いはないとのことでした（2）。また

最近では、この中学校に、文部科学省、インドネシア、台湾などから

視察が押し寄せており、その対応に追われていらっしゃるとのことで

す。指導主事の方の言葉の端々から、いま取り組んでおられる改革に

対する自信と熱意を感じました。

　「学びの共同体」とは、学習院大学教授・東京大学名誉教授の佐藤

学氏が、内外の教育理論に基づいて構築した方法を言うものです。こ

の教育方法の実践により、沖縄のこの村にとどまらず、全国のあちこ

ちで、学力面だけでなく生徒指導の面でも劇的な成果を挙げており、

関心が高まってきています。2013 年現在、小学校で約 1,500 校、中

学校で約 2,000 校、つまり全国の公立小中学校の１割もの学校で「学

びの共同体」が実践されており、高校でも約 500 校が挑戦し始めて

いるそうです。

　さらに、アジア諸国では日本以上に改革のスピードが速いことがわ

かりました（3）。 すでに、中国、シンガポール、インドネシア、ベトナム、

香港、台湾などで「学びの共同体」が導入され、ここでも目覚ましい

成果を挙げています。とくに上海 では、15 年以上前から、この佐藤

氏が提唱する「学びの共同体」を、教育委員会が政策として導入し、

全市を挙げて実践。４年前（2009 年）のＰＩＳＡの調査で、上海は

断トツの世界一になりました。そして昨年（2012 年）の調査でも、

上海は、「数学的応用力」「読解力」「科学的応用力」の３分野すべて

で世界一となっています。

　では、具体的にはどのような改革なのでしょうか。10 年前から、

この「学びの共同体」としての学校づくりに取り組んできた大分県別

府市立青山小学校の公開授業に、先月初め（11 月１日）参加させて

いただきました。教室では、机がコの字型に配置され、生徒が互いの

顔を見ながら話をしたり、聴いたりできるようになっており、子ども

主体の授業となっていました。また、３～４人の学習班をつくり、子

ども同士の「教え合い」「学び合い」を促しておられました。

　そもそも、人間の知識の定着は、「聴いただけでは５％、教えると

90％」だと言われています。人に教えることでより深く理解できる

ようになるということです。したがって、子 ども同士が教え合うこ

とで、伸びる子の成績はもっと伸びていく。そして、勉強が嫌いな子

どもも「わかった！」という瞬間を体験することで学ぶことが楽しく 

なっていくと言います。つまり「教え合い」は、すべての子どもたち

の力を伸ばすことになり、結果的に平均点をアップさせることになり
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「学びの共同体」について、一般質問しました。



ます。

　世界的にも、エ リート教育よりも、多様な力をもつ子どもたちが「教

え合う」「学び合う」という形態をとった方が子どもの学力を伸ばす

ことが立証されつつあります。たとえ ば、小学校４年生の段階でエ

リート教育と大衆教育を分離するドイツなどの国々は、そのような分

離を行っていないフィンランドやスウェーデンなどの国々より も平

均点で劣っています。また、エリート教育による上位グループの成績

は、エリート教育を行っていないトップ・レベルの国々の上位グルー

プよりも下位にと どまっています（4）。

　しかし、実際に 小学校を見学して、成績ももちろん大切ですが、

何よりも大切なのは、「教え合い」「学び合い」「聴き合い」により友

情が深まり、絆が生まれ、子どもたちが 自然に助け合うようになり、

学校がどんどん楽しくなる。学ぶことを通じて、クラスが、学校が、

地域が、まさに一つの共同体のようになることではないかと感 じま

した。また、多額の予算をかけずとも、子どもにとっても、教員にとっ

ても、誰にとっても良い取組であり、本県の学力向上そして県民幸福

度の向上につな がるものだと考えます。

　そこで、杉光教育長に３点お尋ねします。

　まず１点目に、このような「学びの共同体」の改革とその成果につ

いて、ぜひ教育長のご見解をお聞かせいただきたいと思います。

　２点目に、県内の市町村や学校において、このような改革を導入し

ている事例、およびその成果や課題についてお聞かせください。

　３点目に、福岡でも、沖縄など国内の先進地、そして上海などアジ

ア諸国に後れをとることなく、早急に「学びの共同体」の改革を導入

すべきと考えますが、その点につきましてお考えをお聞かせください。

〇教育委員長答弁
　「学びの共同 体」の取組は、学習指導の中で児童生徒の「学び合い」

や「聴き合い」「教え合い」の活動を学校全体で進める教育方法であり、

児童生徒相互が聴き合うことで 理解の不十分さを補ったり、教え合

うことで理解を深めたりするという教育方法と聞いている。このよう

な教育活動を通して、児童生徒のよりよい人間関係を育 むとともに、

全ての学年で行うことで、教員の指導方法等に関する共通理解を深め、

授業改善や学校改善を目指す取組であると考えている。
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　本県でこのような教育方法を市町村全体で取り組んでいるところは

見られない が、小中学校では今年度 22 校が取り組んでいる。これら

の学校では、３から４名程度の小さなグループで「聴き合い」や「教

え合い」の学習を進めている。

　成果としては、児童生徒間のよりよい人間関係が育成できたり、考

える力や自分の考えを表現する力の高まり等が見られたりすると報告

されている。課題としては、教員の児童生徒の発言の取り上げ方やつ

なぎ方、機会を捉えた助言の仕方などについて教員の指導力が求めら

れるとされている。

　「教え合い」「学び合い」の活動は、学習指導要領に示す言語活動に

当たり、コ ミュニケーションの力や考える力、判断する力、表現す

る力などの素地となる教育活動であると考えている。このため、県下

の学校では、学習指導の中に「教え合い」や「学び合い」の活動を取

り入れている学校も増えてきており、実践校の事例等を必要に応じ、

授業研修会等を通して学校や教員に広く提供する。

 ＜要　　望＞
　教育長に１点要望いたします。

　いま学校現場では、子どもたちが「えっ、また、テスト？」と言う

ほど、テスト漬けになっていると聞きます。これでは、テストが苦手

な子どもたちはますます勉 強や学校が嫌いになってしまうのではな

いでしょうか。テストの成績を短期間にアップさせることを目的に、

過去問など模擬テストを繰り返したり、全国学力テ ストの結果を学

校別や市町村別に公表することよりも、真の意味での教育改革が必要

と考えます。

　我が会派の代表質問でも指摘しましたように、県内４地区の教育格

差は、本県教育行政の大きな課題となっています。格差の是正のため

にも、少人数学級の推進、教員の多忙化の解消、プロジェクターなど

ICT 機器の整備など、教育環境の改善とあわせ、「学びの共同体」の

ような、実効性のある教育方法をぜひとも早急に導入いただきますよ

う、重ねて、お願いしまして質問を終わらせていただきます。有難う

ございました。

■ 生物多様性の保全についても質問いたしました。詳細は、堤かな

めサイトをご参照下さい。

（1）佐藤学「学び合う教室・育ち合う学校」『教育総合技術』2013 年 7 月号 94 頁～ 97 頁（2）2013 年 11 月 26 日電話インタビューによる。（3）http://shiga-takaboo-kosodatesien.blog.eonet.jp/
skillup/manabi-no-kyoudoutai.html　佐藤学『学校の挑戦 ‐ 学びの共同体を創る』小学館、2006 年、26 頁（4）佐藤学『教育の方法』放送大学叢書 011、左右社、2010 年、34 頁。

　12 月 6 日、国会で特定秘密保護法案が十分審議を尽くさぬまま、衆議院に引き続き参議院でも強行採決されたことに、強く抗議し

ます。この法案は特定秘密の定義や範囲、特定秘密の妥当性や正当性をチェックする仕組み、有効期間や解除の仕組みなど、極めてあ

いまいかつ不透明で、国民の知る権利や報道の自由を侵害する恐れがある法律であり、国民の７割以上の人が十分な審議、あるいは反

対を表明する中、強行採決されました。国連人権高等弁務官が「日本国憲法が保障する情報アクセス、表現の自由を適切に守る措置が

ないまま法制化を急ぐべきではない」と述べるなど、国外からも懸念する声が上がっています。

　外交・防衛などの理由により、秘密保護が国政の重要課題であることは十分認識していますが、国民の疑念や懸念に対する説明や修

正がほとんどなされないままでの今回の強行採決と法樟の成立は、我が国の憲法や民主主義の重大な危機であり、受け入れることが出

来ない暴挙です。ただちに廃止等の措置か、もしくは大幅修正されるよう活動を続けます。

民主党・県政クラブ県議団は、特定秘密保護法に反対します!

●●●●県政報告会（無料託児有）を開催しています！ぜひご参加ください！●●●●
　昨年より毎月、県政報告会を開いています。今年中に博多区内のすべての校区で開催の予定です。
女性の視点から、県議会とはどんな所か、いま県議会でどのようなことが論じられているのか、皆さんの代表者として私、堤かなめはどのよう
なことに取り組んでいるのかなどについてご報告します。皆さんからも県への要望やご意見などをいただく交流の場としたいと思っています。

 詳しい日程や場所は、堤かなめサイトをご覧ください。


